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○長崎大学学術指導実施細則 

平成３１年４月２６日 

細則第１１号 

（趣旨） 

第１条 この細則は，長崎大学学術指導取扱規程（平成３１年規程第２７号。以下「規程」

という。）第１７条の規定に基づき，学術指導の申請手続等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（学術指導の申請） 

第２条 規程第５条に規定する申請は，学術指導申請書（別記様式第１号）により行うもの

とする。 

（受入決定の通知） 

第３条 規程第７条第１項に規定する通知は，学術指導実施決定通知書（別記様式第２号）

により行うものとする。 

２ 学長への受入決定の通知は，前項の学術指導実施決定通知書に委託希望者（規程第５条

の委託希望者をいう。以下同じ。）から提出された学術指導申請書及び委託希望者への学

術指導実施決定通知書の写しを添付して行うものとする。 

（契約書不要の合意） 

第４条 規程第７条第２項に規定する委託希望者との合意は，合意書（別記様式第３号）に

より行うものとする。 

２ 委託希望者と契約書の必要がないと合意したときは，学長に受入決定の通知を行うに際

し，前項の合意書を添付しなければならない。 

（学術指導契約書） 

第５条 規程第８条第１項に規定する学術指導に関する契約書は，別に定める学術指導契約

書又は委託者が提示する契約書等に基づいて締結するものとする。 

（学術指導経費） 

第６条 規程第９条第１項第１号に規定する直接経費の額は，１時間につき１万円により算

定される額と当該額に対する消費税相当額との合計額を最低の額とし，委託者（規程第２

条第１号の委託者をいう。以下同じ。）と当該学術指導者の所属する部局の長が協議の上，

定める額とする。ただし，これにより難い場合は，その都度学長の了承を得て定める額と

する。 

２ 規程第９条第１項第２号に規定する間接経費の額は，直接経費の１０％に相当する額と
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する。 

３ 規程第１０条第２項に規定する別に定める場合とは，次の各号のいずれにも該当する場

合とする。 

(1) 学術指導経費の納付を待たずに学術指導を開始しなければならない事情がある場合 

(2) 委託者が学術指導契約書において学術指導経費を確かに納付することを約した場合 

(3) 委託者の財務状況が健全であることを確認できた場合 

附 則 

この細則は，令和元年５月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

別記様式第２号（第３条関係） 

別記様式第３号（第４条関係） 

 


